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船舶の安全基準の強化



改良型救命いかだ等の例

「知床遊覧船事故対策検討委員会」のとりまとめにおいて、旅客の安全を確保するため、旅客船・遊漁船

の安全設備の義務化の方針を決定。

① 改良型救命いかだ等

• 陸上施設との確実な連絡手段を確保する。

• 外洋航行する船舶を対象とする。

• 遭難した際、海上保安庁による一刻も早い発見に繋げる。

• 外洋航行する船舶を対象とする。

• 万が一の際に乗客等が低水温の海域で水中待機をする

ことが極めて危険であることから、水上で救助を待つことができるようにする。

• 水温が低い海域・時期を航行する船舶を対象とする。

② 業務用無線設備

③ 非常用位置等発信装置

業務用無線設備の例

救助機関
(海上保安庁)

救難信号

非常用位置等発信装置

非常用位置等発信装置の例

安全設備の義務化について
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法定無線設備の見直し
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以下のいずれかに該当する船舶
① 法定無線設備として携帯電話を積み付けている、限定沿海を航行する旅客船

対象船舶

適用日
①旅客船：
許可船 令和４年11月１日（措置済） 許可船以外 令和６年４月１日※1

②旅客船以外の事業船※2：令和７年４月１日※1

③遊漁船※３：パブリックコメント等を受けて検討中

※1 現存船は適用日以降の最初の定期的検査までの経過措置あり
※2 「海上運送法」の適用を受ける事業者が使用する船舶
※3「遊漁船の適正化に関する法律」の適用を受け、遊漁船業の用にのみに供す船舶

（小型兼用船を含む）

対象設備適用関係
①旅客船：

法定無線設備から携帯電話を除外

②旅客船以外の事業船：
：無線設備の積付けを義務化

○次ページ参照

「海上運送法」又は「遊漁船の適正化に関する法律」の適用を
受ける事業者が使用する船舶（例：海上タクシー、遊漁船等）

② 法定無線設備の積み付け義務のない旅客を搭載
して事業に使用される船舶

※ 法定無線設備に加えて、携帯電話を船内へ
持ち込み、使用することは可能。

旅客数
航行区域

①旅客船（旅客定員13人以上） ②旅客船以外の事業船（旅客定員12人以下）

5トン 12m 20トン 5トン 12m 20トン

湖川港内
（琵琶湖を除く）

ー ー

平水（上記を除く） 業務用無線、衛星電話又は携帯電話※ 業務用無線、衛星電話又は携帯電話※

２時間限定沿海
【許可船】業務用無線、衛星電話又は携帯電話

業務用無線又は衛星電話
【許可船以外】業務用無線、衛星電話又は携帯電話

沿岸５マイル 業務用無線又は衛星電話 業務用無線又は衛星電話

全沿海 業務用無線又は衛星電話 業務用無線又は衛星電話 業務用無線又は衛星電話

※航行区域が携帯電話のサービスエリア内にある場合に限る。

：対象船舶（R4.10.28公布の告示で措置済み） ：対象船舶



法定無線設備の例
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インマルサット衛星電話

VHF無線電話 MF無線電話 N－ＳTAR電話

衛星携帯電話 携帯電話

携帯電話を法定の無線設備から除外（携帯電話のサービスエリア内の平水を除く。）

※ただし、携帯電話を法定の無線設備の用途以外で活用することを妨げるものではない。

出典：古野電気株式会社HP 出典：古野電気株式会社HP 出典：株式会社NTTドコモHP

出典：古野電気株式会社HP 出典：KDDI株式会社HP



非常用位置等発信装置（EPIRB等）の搭載義務化
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対象船舶

限定沿海以遠を航行する以下のいずれかに該当する船舶
①旅客船
②旅客を搭載して事業に使用される船舶

適用日 対象設備
①旅客船：令和６年４月１日※１

②旅客船以外の事業船※2：令和７年４月１日※１

③遊漁船※３： パブリックコメント等を受けて検討中

※１ 現存船は適用日以降の最初の定期検査までの経過措置あり
※2 「海上運送法」の適用を受ける事業者が使用する船舶
※3 「遊漁船の適正化に関する法律」の適用を受け、遊漁船業の用にのみに供す船舶
（小型兼用船を含む）

○EPIRB（AISｰSART機能を有し、位置

情報精度が向上した新型であって位置情報を

自動で発信できるもの（自動浮揚型）に限る）

「海上運送法」又は「遊漁船の適正化に関する法律」の適用を
受ける事業者が使用する船舶（例：海上タクシー、遊漁船等）

旅客数
航行区域

①旅客船（旅客定員13人以上） ②旅客船以外の事業船（旅客定員12人以下）

5トン 12m 20トン 5トン 12m 20トン

平水 － －

限定沿海
（２時間限定沿海及
び沿岸５マイル、

瀬戸内）

沿海 GMDSSにより措置済 GMDSSにより措置済

：対象船舶

※1

※1

※1 500トン以上の船舶については、既にAISの積付けが義務

○AIS(簡易型（Class-B）を含む)

又は 出典：日本無線株式会社HP

出典：古野電気株式会社



改良型救命いかだ等の搭載義務化の方向性について
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対象船舶

①旅客船（旅客定員１３人以上の船舶。以下同じ。） 又は
②旅客を搭載して事業に使用される船舶

のうち、以下に該当するもの。

パブリックコメント等を受けて検討中

適用日

「海上運送法」又は「遊漁船業の適正化に関する法律」の適用を
受ける事業者が使用する船舶（例：海上タクシー、遊漁船等）

航行する水域の最低水温 対象船舶

10℃未満 すべての船舶（河川、港内、一部の湖※を航行するものを除く）

10℃以上15℃未満 限定沿海以遠を航行する船舶

15℃以上20℃未満 限定沿海以遠を航行する一部の船舶

※：琵琶湖、霞ヶ浦、サロマ湖、猪苗代湖、中海、屈斜路湖、宍道湖又は支笏湖を航行する船舶のみが対象。

①一定の水温（20℃）を下回る時期に運航しない場合

②対象船舶の航行時に伴走船を伴う場合

③船内に浸水しないように措置された全通水密甲板※を有する船舶

④航行区域が母港に近いもの（母港から５海里以内）

⑤迅速に救助開始可能な救助船を配備している船舶

注）③～⑤については、最低水温が15℃以上20℃未満のものに限る

搭載免除の特例

全通水密甲板

※全通水密甲板を有する船舶のイメージ

※パブリックコメント等を受けて、特例の追加について検討中

改良型救命いかだ等の製品イメージ



義務化の詳細・補助金についてのお知らせ
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詳細は、国土交通省HPをご覧ください。
リンク：https://www.mlit.go.jp/mari
time/maritime_mn6_000021.html

不明点ございましたら、最寄りの検査機関
（JCI、地方運輸局等）まで、お問い合わせくだ
さい。

義務化について 補助金について

小型旅客船等安全対策事業補助金の申請期間が
延長されました。

変更前：令和５年４月２６日～令和６年１月３１日
変更後：令和５年４月２６日～令和６年10月31日

詳細は、補助金事務局HPをご覧ください。
リンク：
https://www.marine-safe.jp/marine-safe/



検討結果
１. 事故発生状況解析 ２. 小型旅客船への波の打ち込み頻度推定 波の打ち込みによる浸水に対しては、

「水密全通甲板の設置」が最も効果が
高い。

座礁、衝突、接触による浸水、沈没に
対しては、「水密隔壁の設置」が最も
効果が高い。

「浸水警報装置及び排水設備の設置」
や「不沈性の確保（全没水しないこ
と）」も一定の効果有。

これらを元に沈没に至るリスクを算出。

各対策（隔壁の設置等）を実施した場合に沈没のリスクがどれほど低減されるかを比較。

検討概要

※ 海象データ、船型データより計算

安全対策

限定沿海以遠を航行区域とする小型旅客船※１の安全性を更に高める観点から、以下の対策を義務付ける。

① 水密全通甲板の設置

①水密全通甲板

②水密隔壁

座礁

37%

衝突 26%

接触

22%

浸水 5%

火災, 転覆, 

爆発等 10%

全体で
230件

※ 2008年以降の運安委報告書より集計

座礁、衝突、接触事故が約85 %

※ 荒天時を含み1年間毎日1航海（2時間）行った時、沈没に
至り得る打ち込みがある回数

船首部 船首部含む全体

船首部のみならず船体全体への打込がある

船速
波の打ち込み頻度※

船首部のみ 船首部含む全体

航海速力 1/2 3.6回/年 12.4回/年

上記の安全対策を実施することが困難な船舶（既存船や5トン未満の小型船）に対しては、以下のいずれかの代替措置を義務付ける。

① 浸水警報装置及び排水設備の設置

② 不沈性の確保（全没水しないこと）

（KAZUⅠが該当）

○ 運輸安全委員会からの国土交通大臣への意見を踏まえ、水密性の確保に関し、限定沿海区域を航行する
船舶の基準を厳格化。

⇒ 限定沿海区域を航行する船舶の基準を、沿海区域相当に厳格化

⇒ 限定沿海区域及び沿海区域を航行する船舶の基準を、近海区域相当に厳格化
② いずれの１区画に浸水しても沈没
しないように水密隔壁を設置

⇒ 各装置の設置要件及び排水設備の性能基準を明確化

⇒ 小型船舶向け不沈性の基準を適用

令和７年度施行に向けて詳細検討予定※２

※１旅客定員13名以上の船舶または旅客を搭載して事業に使用される船舶（「海上運送法」又は「遊漁船業の適正化に関する法律」の適用を受ける事業者が使用する船舶）

※２既存船については、適用日以降の最初の定期検査までに義務付ける。

水密性の確保
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